
議

案

第

百

三

号 

 
 

 

港

区

情

報

公

開

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

令

和

四

年

十

一

月

二

十

四

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

情

報

公

開

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

情

報

公

開

条

例

（

平

成

元

年

港

区

条

例

第

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

二

条

第

一

号

中

「

記

録

を

い

う

」

の

下

に

「

。

第

五

条

第

一

項

第

一

号

に

お

い

て

同

じ

」

を

加

え

る

。 

 

第

五

条

第

一

項

第

一

号

か

ら

第

三

号

ま

で

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

一 

個

人

に

関

す

る

情

報

（

事

業

を

営

む

個

人

の

当

該

事

業

に

関

す

る

情

報

を

除

く

。

）

で

あ

っ

て

、

当

該

情

報

に

含

ま

れ

る

氏

名

、

生

年

月

日

そ

の

他

の

記

述

等

（

文

書

、

図

画

若

し

く

は

電

磁

的

記

録

に

記

載

さ

れ

、

若

し

く

は

記

録

さ

れ

、

又

は

音

声

、

動

作

そ

の

他

の

方

法

を

用

い

て

表

さ

れ

た

一

切

の

事

項

を

い

う

に

よ

り

特

定

の

個

人

を

識

別

す

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

（

他

の

情

報

と

照

合

す

る

こ

と

に

よ

り

、

特

定

の

個

人

を

識

別

す

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

と

な

る

も

の

を

含

む

。

）

又

は

特

定

の

個

人

を

識

別

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

が

、

公

開

す

る

こ

と

に

よ

り

、

な

お

個

人

の

権

利

利

益

を

害

す

る

お

そ

れ

が

あ

る

も

の

。

た

だ 

。

） 



し

、

次

に

掲

げ

る

情

報

を

除

く

。 

イ 

法

令

若

し

く

は

条

例

（

以

下

「

法

令

等

」

と

い

う

。

）

の

規

定

に

よ

り

、

又

は

慣

行

と

し

て

知

る

こ

と

が

で

き

、

又

は

知

る

こ

と

が

予

定

さ

れ

て

い

る

情

報 
ロ 
人

の

生

命

、

健

康

、

生

活

又

は

財

産

を

保

護

す

る

た

め

、

公

開

す

る

こ

と

が

必

要

で

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

情

報 

 
 

ハ 

当

該

個

人

が

公

務

員

等

（

国

家

公

務

員

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

百

二

十

号

）

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

国

家

公

務

員

（

独

立

行

政

法

人

通

則

法

（

平

成

十

一

年

法

律

第

百

三

号

）

第

二

条

第

四

項

に

規

定

す

る

行

政

執

行

法

人

の

役

員

及

び

職

員

を

除

く

。

）

、

独

立

行

政

法

人

等

（

独

立

行

政

法

人

通

則

法

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

独

立

行

政

法

人

等

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

の

役

員

及

び

職

員

、

地

方

公

務

員

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

六

十

一

号

）

第

二

条

に

規

定

す

る

地

方

公

務

員

並

び

に

地

方

独

立

行

政

法

人

（

地

方

独

立

行

政

法

人

法

（

平

成

十

五

年

法

律

第

百

十

八

号

）

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

地

方

独

立

行

政

法

人

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

の

役

員

及

び

職

員

を

い

う

。

）

で

あ

る

場

合

に

お

い

て

、

当

該

情

報

が

そ

の

職

務

の

遂

行

に

係

る

情

報

で

あ

る

と

き

は

、

当

該

情

報

の

う

ち

、

当

該

公

務

員

等

の

職

及

び

当

該

職

務

遂

行

の

内

容

に

係

る

部

分 

 

二 

法

人

そ

の

他

の

団

体

（

国

、

独

立

行

政

法

人

等

、

地

方

公

共

団

体

及

び

地

方

独

立

行

政

法

人

を

除

く

。

以

下

「

法

人

等

」

と

い

う

。

）

に

関

す

る

情

報

又

は

事

業

を

営

む

個

人

の

当

該

事

業

に

関

す

る

情

報

で

あ

っ

て

、

公

開

す

る

こ

と

に

よ

り

、

当

該

法

人

等

又

は

当

該

個

人

の

権

利

、

競

争

上

の

地

位

そ

の

他

正

当

な



利

益

を

害

す

る

お

そ

れ

が

あ

る

も

の

。

た

だ

し

、

人

の

生

命

、

健

康

、

生

活

又

は

財

産

を

保

護

す

る

た

め

、

公

開

す

る

こ

と

が

必

要

で

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

情

報

を

除

く

。 

 

三 
区

が

行

う

事

務

又

は

事

業

に

関

す

る

情

報

で

あ

っ

て

、

公

開

す

る

こ

と

に

よ

り

、

次

に

掲

げ

る

お

そ

れ

そ

の

他

当

該

事

務

又

は

事

業

の

性

質

上

、

当

該

事

務

又

は

事

業

の

適

正

な

遂

行

に

支

障

を

及

ぼ

す

お

そ

れ

が

あ

る

も

の 

イ 

監

査

、

検

査

、

取

締

り

、

試

験

又

は

租

税

の

賦

課

若

し

く

は

徴

収

に

係

る

事

務

に

関

し

、

正

確

な

事

実

の

把

握

を

困

難

に

す

る

お

そ

れ

又

は

違

法

若

し

く

は

不

当

な

行

為

を

容

易

に

し

、

若

し

く

は

そ

の

発

見

を

困

難

に

す

る

お

そ

れ 

ロ 

契

約

、

交

渉

又

は

争

訟

に

係

る

事

務

に

関

し

、

国

、

独

立

行

政

法

人

等

、

地

方

公

共

団

体

又

は

地

方

独

立

行

政

法

人

の

財

産

上

の

利

益

又

は

当

事

者

と

し

て

の

地

位

を

不

当

に

害

す

る

お

そ

れ 

 
 

ハ 

調

査

研

究

に

係

る

事

務

に

関

し

、

そ

の

公

正

か

つ

能

率

的

な

遂

行

を

不

当

に

阻

害

す

る

お

そ

れ 

ニ 

人

事

管

理

に

係

る

事

務

に

関

し

、

公

正

か

つ

円

滑

な

人

事

の

確

保

に

支

障

を

及

ぼ

す

お

そ

れ 

ホ 

国

の

機

関

、

独

立

行

政

法

人

等

、

地

方

公

共

団

体

及

び

地

方

独

立

行

政

法

人

の

内

部

又

は

相

互

間

に

お

け

る

審

議

、

検

討

又

は

協

議

に

関

す

る

情

報

で

あ

っ

て

、

公

開

す

る

こ

と

に

よ

り

、

率

直

な

意

見

の

交

換

若

し

く

は

意

思

決

定

の

中

立

性

が

不

当

に

損

な

わ

れ

る

お

そ

れ

、

不

当

に

区

民

等

の

間

に

混

乱

を

生

じ

さ

せ

る

お

そ

れ

又

は

特

定

の

者

に

不

当

に

利

益

を

与

え

、

若

し

く

は

不

利

益

を

及

ぼ

す

お

そ

れ 

 

第

五

条

第

一

項

第

四

号

た

だ

し

書

中

「

身

体

、

健

康

、

生

活

等

」

を

「

健

康

、

生

活

又

は

財

産

」

に

改

め

、



同

項

第

五

号

中

「

犯

罪

等

の

発

生

を

招

く

お

そ

れ

の

」

を

「

犯

罪

の

予

防

、

鎮

圧

又

は

捜

査

そ

の

他

の

公

共

の

安

全

と

秩

序

の

維

持

に

支

障

を

及

ぼ

す

お

そ

れ

が

」

に

改

め

る

。 

第

七

条

の

二

第

一

項

中

「

第

五

条

第

一

項

第

一

号

ハ

」

を

「

第

五

条

第

一

項

第

一

号

ロ

」

に

改

め

る

。

 

 

第

十

二

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

（

港

区

情

報

公

開

・

個

人

情

報

保

護

運

営

審

議

会

へ

の

諮

問

等

） 

第

十

二

条 

実

施

機

関

は

、

こ

の

条

例

に

よ

る

区

政

情

報

の

公

開

制

度

（

以

下

「

制

度

」

と

い

う

。

）

の

運

営

に

関

す

る

重

要

事

項

に

つ

い

て

、

港

区

情

報

公

開

・

個

人

情

報

保

護

運

営

審

議

会

条

例

（

令

和

四

年

港

区

条

例

第 
 

 

号

）

第

一

条

に

規

定

す

る

港

区

情

報

公

開

・

個

人

情

報

保

護

運

営

審

議

会

に

諮

問

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

２ 

実

施

機

関

は

、

毎

年

一

回

、

制

度

の

実

施

状

況

を

前

項

に

規

定

す

る

審

議

会

に

報

告

す

る

も

の

と

す

る

。

 

付 

則 

１ 

こ

の

条

例

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

２ 

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

港

区

情

報

公

開

条

例

第

五

条

第

一

項

の

規

定

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

以

後

に

な

さ

れ

た

公

開

の

請

求

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

に

な

さ

れ

た

公

開

の

請

求

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

（

説 

明

） 

デ

ジ

タ

ル

社

会

の

形

成

を

図

る

た

め

の

関

係

法

律

の

整

備

に

関

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

三

十

七

号

）



の

施

行

に

よ

る

個

人

情

報

の

保

護

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

五

年

法

律

第

五

十

七

号

）

の

一

部

改

正

を

踏

ま

え

、

規

定

を

整

備

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 


